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１．議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例制定の件                 【人 事 課】 

 

２．市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件                     【人 事 課】 

 

３．福島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件                    【人 事 課】 

 

４．字の区域の変更の件                                      【総 務 課】 

  

 

 

 

総   務   部 
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（議案第１１９号）

議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例制定の件

１　条例改正の趣旨 議会議員の期末手当を改定するため、所要の改正を行うもの。

２　条例の改正概要

   ◯議会議員の期末手当

＜現行＞ ＜改定後＞令和７年12月期分 ＜改定後＞令和８年度以降分

３　条例の施行予定日

（１）令和７年12月期分 公布の日から施行（令和７年12月１日適用）

（２）令和８年度以降分 令和８年４月１日施行

１２月期 1.725月 12月期 1.775月

計 3.45月 計 3.5月

　 議会議員の期末手当については、国における指定職職員の期末勤勉手当の改定を参考に支給月数を改定してきたところであり、令和７年の人事院

勧告において、国における指定職職員の期末勤勉手当の支給月数が「０．０５月」引上げられたことに伴い、引上げを行うもの。

支給月数

６月期 1.725月 6月期 1.725月

区分 支給月数 区分 支給月数 区分 備考

6月期
均等配分

12月期

1.75月

1.75月

3.5月計
0.05月増
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（議案第１２０号）

市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件

１　条例改正の趣旨 市長等の期末手当を改定するため、所要の改正を行うもの。

　

２　条例の改正概要

   ◯市長等（特別職）の期末手当

＜現行＞ ＜改定後＞令和７年12月期分 ＜改定後＞令和８年度以降分

３　条例の施行予定日

（１）令和７年12月期分 公布の日から施行（令和７年12月１日適用）

（２）令和８年度以降分 令和８年４月１日施行

１２月期 1.7月 12月期 1.75月

計 3.4月 計 3.45月

　 市長等の期末手当については、国における指定職職員の期末勤勉手当の改定を参考に支給月数を改定してきたところであり、令和７年の人事院勧

告において、国における指定職職員の期末勤勉手当の支給月数が「０．０５月」引上げられたことに伴い、引上げを行うもの。

支給月数

６月期 1.7月 6月期 1.7月

区分 支給月数 区分 支給月数 区分 備考

6月期
均等配分

12月期

1.725月

1.725月

3.45月計
0.05月増
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（議案第１２１号）

福島市職員の給与に関する条例等
福島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

福島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 の一部を改正する条例制定の件

１　条例改正の趣旨 職員の給料及び期末手当等を改定するため、所要の改正を行うもの。

　

２　条例の改正概要

　（１）月例給 若年層に重点を置きつつ、全ての級・号給の給料月額を引き上げる。

高校卒程度：12,600円引上げ（210,600円）、大学卒程度：12,２00円引上げ（242,500円）

  （２）初任給調整手当 医療職給料表の適用を受ける職員に対して支給される手当の上限額を引き上げる。

  （３）期末・勤勉手当

◯一般職及び会計年度任用職員

＜現行＞ ＜改定後＞令和７年12月期分 ＜改定後＞令和８年度以降分

区分 期末手当

・初任給

1.075月 2.35月

計 2.5月 2.1月 4.6月 計 2.525月

 　令和７年の福島県人事委員会勧告において、月例給及び期末勤勉手当の支給月数などが引上げられたことに伴い、改定を行うもの。

※均等配分

勤勉手当 計

6月期 1.25月 1.05月 2.3月 6月期 1.25月 1.05月 2.3月

区分 期末手当 勤勉手当 計

2.125月 4.65月

12月期 1.25月 1.05月 2.3月 12月期 1.275月

区分 期末手当 勤勉手当 計

6月期 1.2625月 1.0625月 2.325月

12月期 1.2625月 1.0625月 2.325月

計 2.525月 2.125月 4.65月
0.０５月増

- 4 -



◯再任用職員及び一般任期付職員

＜現行＞ ＜改定後＞令和７年12月期分 ＜改定後＞令和８年度以降分

３　条例の施行予定日

（１）月例給・初任給調整手当　　　　　　　公布の日から施行（令和7年４月１日適用）

（２）期末勤勉手当

①令和7年12月期分　　　　　　　　　公布の日から施行（令和7年12月１日適用）

②令和8年度以降分　　　　　 　　　　令和8年４月１日施行

0.725月 0.525月 1.25月12月期 0.7月 0.5月 1.2月 12月期

計 1.425月 1.025月 2.45月計 1.4月 1.0月 2.4月 計 1.425月 1.025月 2.45月

6月期 0.7125月 0.5125月 1.225月

12月期 0.7125月 0.5125月 1.225月

※均等配分

区分 期末手当 勤勉手当 計勤勉手当 計

6月期 0.7月 0.5月 1.2月 6月期 0.7月 0.5月 1.2月

区分 期末手当 勤勉手当 計 区分 期末手当

0.05月増
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（議案第１３０号）

 字の区域の変更の件

松川地区地籍調査事業実施位置図

【○内の数字は調査年度】
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令和６年度　地籍調査事業計画図

松川第１地区 Ａ＝０．０９ｋ㎡
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